
船橋市地域公共交通活性化協議会設置要綱 新旧対照表 

 

【令和７年３月１日（案）】                      ※下線赤字部分は変更箇所 

新 旧 

第１条～第１８条（略） 

 

 

附則 平成３１年４月１日施行分まで（略） 

 

   附 則 

  この要綱は、平成３１年４月１２日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、令和７年３月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１条～第１８条（略） 

 

 

附則 平成３１年４月１日施行分まで（略） 

 

   附 則 

  この要綱は、平成３１年４月１２日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表 

【資料６－１】 

別表 


